
高山市議会ぎかいだより第33号 8

創政クラブ
谷村昭次議員

問
市
（
実
施
機
関
）
の
行

う
、
施
策
や
事
業
の
政
策

立
案
や
意
思
決
定
に
つ
な

が
る
審
議
会
等
の
参
加
年

齢
構
成
比
は
。

答
把
握
し
て
い
る
市
の
設

置
す
る
53
の
審
議
会
等
に

お
い
て
は
10
～
20
代
で
３

％
、
30
代
４
％
、
40
代
９

％
、
50
代
24
％
、
60
代
36

％
、
70
代
以
上
18
％
と
な

っ
て
い
る
。

問
実
際
の
人
口
年
齢
区
分

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
、

若
者
世
代
の
市
民
参
加
率

は
非
常
に
少
な
い
。
地
域

の
持
続
・
発
展
を
促
す
う

え
で
は
、
次
世
代
の
当
事

者
た
る
若
者
、
背
景
に
子

ど
も
た
ち
の
意
見
も
持
ち

う
る
子
育
て
世
代
等
の
意

見
も
し
っ
か
り
抽
出
し
、

市
政
に
反
映
し
て
行
く
事

が
重
要
で
あ
る
。
世
代
や

性
別
を
超
え
て
高
山
市
が

一
つ
と
な
り
様
々
な
課
題

を
乗
り
切
っ
て
い
く
た
め

に
も
、
若
者
参
画
を
促
す

体
制
づ
く
り
、
意
識
醸
成

が
不
可
欠
で
あ
り
、
行
政

は
民
間
に
先
駆
け
て
そ
の

意
思
表
示
を
し
て
い
く
べ

き
と
考
え
る
。
各
種
若
者

政
策
の
拡
充
と
と
も
に
、

若
者
政
策
提
案
会
議
と
い

っ
た
公
的
で
継
続
的
な
組

織
を
設
置
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

答
若
者
の
考
え
が
事
業
に

活
か
さ
れ
た
と
実
感
で
き
、

広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
な

仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組

み
た
い
。
若
者
の
市
民
活

動
を
支
援
し
て
い
く
と
と

も
に
意
見
を
抽
出
し
て
い

く
中
で
、
相
互
の
マ
ッ
チ

ン
グ
を
図
り
会
議
の
設
置

も
検
討
す
る
。

問
行
政
機
関
で
の
最
高
執

行
責
任
者
の
立
場
で
あ
る

と
例
え
る
な
ら
ば
、
副
市

長
は
行
政
事
務
遂
行
、
つ

ま
り
、
行
政
の
対
応
に
お

け
る
進
め
方
と
そ
の
過
程

に
お
い
て
、
市
民
目
線
か

ら
納
得
可
能
な
説
明
責
任

を
果
た
し
、
課
題
と
問
題

の
解
決
に
あ
た
り
、
ど
う

の
よ
う
に
政
策
及
び
企
画

を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
の

か
。

答
ど
の
事
案
に
つ
い
て
も
、

ま
ず
は
担
当
部
局
か
ら
の

状
況
を
把
握
し
、
そ
の
考

え
に
至
る
経
過
の
確
認
や

互
い
の
立
場
や
意
見
を
し

っ
か
り
と
把
握
し
、
情
報

を
共
有
し
な
が
ら
、
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
に
よ
る
こ
と
な

く
事
務
を
行
う
姿
勢
で
あ

る
。

　

ま
た
、
10
年
先
、
20
年

先
の
将
来
へ
の
影
響
を
見

据
え
な
が
ら
、
地
域
特
性

へ
の
配
慮
も
あ
る
が
市
全

体
と
し
て
ど
う
影
響
を
及

ぼ
す
か
、
ど
の
よ
う
な
評

価
に
つ
な
が
る
か
を
考
え

つ
つ
、
今
後
の
市
民
生
活

を
考
え
、
市
民
目
線
で
職

務
に
対
応
す
る
考
え
で
あ

る
。

國島市長に問う！！
9月12日、13日、14日の3日間、16人の議員が市政全般について質問しました。

※本会議などの様子は、市議会のホームページ・ヒットネットTVでご覧いただけます。
（インターネットでは、当日の生中継のほか録画配信により、閲覧することができます。）

http://www.city.takayama.lg.jp/gikai/1002453/1004843/index.html

9月定例会の報告　一般質問

創政クラブ
伊東寿充議員

地
域
の
持
続
発
展
に
は

若
者
の
活
躍
が
重
要
。

若
者
政
策
の
拡
充
を
！

副
市
長
の
職
務
と
行

政
事
務
遂
行
の
プ
ロ

セ
ス
は

若
者
の
市
民
参
加
に
つ

い
て

行
政
対
応
の
進
め
方
の

手
順
と
過
程
に
つ
い
て


